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学識経験を有する者のご意見と検討主体の考え方
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学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方

（元）名城大学

特任教授

鴨川 誠 氏

・本明川ダム予定地には貴重な動植物が存在しているが、河川整備
計画策定時に様々な案を検討した結果、本明川ダム案となった。

・これまでに保護保全対策を検討し、既に移植実験等を実施したもの
もあり、そういった対策を行ってきている本明川ダム案が最良と考え
ている。

・今回の本明川ダム建設事業の検証は、検証要領細目に基づき、予
断を持たずに検討を行っています。

・本明川ダムは、平成20年6月より長崎県条例に基づき環境影響評
価の手続きを開始し、平成21年10月に本明川ダム環境影響評価準
備書に対する知事意見が提出されたところです。

※表中、「検証要領細目」は、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目を示す。

学識経験を有する者の主なコメントと検討主体の考え方（１／６）



2

学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方

長崎ウエスレヤン大
学学長

森 泰一郎 氏

・里山保護の観点からダムには反対であるが、本明川において治水
対策は必要であり、コストが高くても大村湾への放水路案が良いと
考えている。

・対策案の評価は、コストを重視したものとなっているが、コストだけで
評価を行うべきではないと考えている。

・検証要領細目では、概略評価によって抽出した治水対策案につい
て、７つの評価軸についてそれぞれ的確な評価を行った上で、財政
的、時間的な観点を加味し、一定の「安全度」を確保(河川整備計画
における目標と同程度)することを基本として、「コスト」を最も重視し

、また、一定期間内に効果を発現するかなど時間的な観点から見
た実現性を確認し、最終的には、環境や地域への影響も含めて全
ての評価軸により、総合的に評価することが規定されており、これ
に基づき目的別の総合評価を行っています。

※表中、「検証要領細目」は、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目を示す。

学識経験を有する者の主なコメントと検討主体の考え方（２／６）
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学識経験を有する等の主なコメント 検討主体の考え方

長崎大学

名誉教授

野口 正人 氏

・本明川ダムは、流域委員会にて２年にわたる議論により河川整備

計画に位置付けられたものであり、個人的な見解ではなく、多数の

委員の賛同を得て決めたという事実と既に地域に影響を与えている

ことを重く受け止め、河川整備計画で示された施策を早急に進める

べき。

・今回の検証に係る検討は、水道事業の撤退はあったが、河川整備

計画を策定した過程の検討に沿うものであり、その後の環境影響評

価結果を踏まえつつ検討されており、本明川ダム案が最も有利な案

となったことは妥当な結果である。

・本明川では平成6年の渇水時、魚類が大量死した経験もあり、流域

で健全な水循環を担保することが重要であり、そのためには流域に

おいて、浸透貯留の機能を損なわないよう、時には人工的に貯留施

設を設けることが必要。

・評価軸毎の評価において、ダム案以外の対策については水没地権

者に対する精神的苦痛などのマイナスの効果もコストとして含め、

総合的に見積る必要がある。

・土地所有者への同意について、ダム案以外の他の代替案について

は、「土地所有者等に説明等を行っていない」と記載されているが、

実現面で難しいのではないかと考えている。

・今回の本明川ダム建設事業の検証は、検証要領細目に基づき、予

断を持たずに検討を行っています。

なお、出来るだけ速やかに対応方針（案）を取りまとめたいと考えて

います。

・コストについては、検証要領細目において「ダム中止に伴って発生

する費用等について、出来る限り明らかにする。」と規定されており、

これに基づき評価を行っています。なお、ご指摘の内容については、

現時点において定量化することは困難ではありますが、今後の課

題とさせていただきます。

・土地所有者等との協力の見通しについては、検証要領細目におい

て「用地取得や家屋移転補償等が必要な治水対策案については、

土地所有者等の協力の見通しについて明らかにする。」と規定され

ており、これに基づき評価を行っています。なお、実現性としては、

土地所有者等との協力の見通し以外に、その他関係者との調整の

見通し、法制度上の観点から実現性の見通し、技術上の観点から

の実現性の見通しについて、評価を行っています。

※表中、「検証要領細目」は、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目を示す。

学識経験を有する者の主なコメントと検討主体の考え方（３／６）
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学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方

長崎大学

名誉教授

野口 正人 氏

・ダム案の環境への影響の評価については、否定的なものだけでは
なく、流木捕捉機能などの肯定的な面についても今後、触れていく
必要がある。

・河川管理は流域をベースに行うべきであり、流域内の問題は流域
内で解決することが基本的なことであり、流域以外の対策案は難し
いと思われる。

・環境への影響については、検証要領細目に示される７つの評価軸
の一つとして規定されており、これに基づき評価を行っています。

・なお、ダムは、一般的に洪水時に流れてくる流木を捕捉し、下流で
の流木による二次被害防止に役立つ場合もあり、本明川ダムにお
いても同様に流木を捕捉することがあると考えられます。

・治水対策案の立案については、検証要領細目において「各方策の
効果は河川や流域によって異なり、河川や流域の特性に応じた治
水対策案を立案することとする。」と規定されており、これらに基づ
き、できるだけ幅広く治水対策案を立案しております。

・治水対策案の評価にあたっては、検証要領細目に示される７つの
評価軸で評価すると規定されており、これに基づき評価を行ってい
ます。

※表中、「検証要領細目」は、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目を示す。

学識経験を有する者の主なコメントと検討主体の考え方（４／６）
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学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方

長崎大学

名誉教授

高橋 和雄 氏

・検証要領細目に基づいて適切に実施されていることを確認した。

・長崎県は急峻な地形により洪水が起こりやすく、長崎県南部では年
間の雨量も2，000ミリ超えている。また、直近5年では時間雨量100ミ
リを超える降雨が5回発生するなど、九州北部豪雨のような雨がい
つ降ってもおかしくない状況にあるなか、目標とする流量を安全に流
下することができない本明川においては、減災の要となる防災施設
を早期に整備することは重要と考えている。

・東日本大震災で減災対策が改めて重要視されたことを踏まえ、本明
川流域において取り組んでいる災害伝承や防災教育などのソフト対
策について、可能であれば報告書に記載していただくとともに、これ
までの取り組みの範囲を広げて継続的に取り組んで頂きたい。

・近年、中山間地域では高齢化・過疎化により、森林や里山の樹木の
維持管理ができなくなっており、流木災害のリスクが増加しているが
、ダムには流木捕足効果が見込める一方で橋梁については流木対
策が必要と思われる。

・今回の本明川ダム建設事業の検証は、検証要領細目に基づき、予

断を持たずに検討を行っています。

・災害伝承や防災教育については、ソフト対策として、災害時の被害
軽減の観点から推進を図る方策として全ての治水対策案に組み合
わせております。また、洪水規模毎のリスク管理やその際の情報発
信・共有のあり方など、関係機関等と連携して進める必要があると
認識しています。

・現在の防災教育などのソフト対策の取り組みについては報告書に
記述を追加いたします。

・また、これらのソフト対策については、今後とも継続して取り組んで
参ります。

・ダムは、一般的に洪水時に流れてくる流木を捕捉し、下流での流木
による二次被害防止に役立つ場合もあり、本明川ダムにおいても同
様に流木を捕捉することがあると考えられます。

・また、一般に橋梁の設置や改築にあたっては、河川管理施設等構
造令に基づき計画高水位に応じて必要な余裕高を確保するよう指
導していくこととしています。

※表中、「検証要領細目」は、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目を示す。

学識経験を有する者の主なコメントと検討主体の考え方（５／６）
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学識経験を有する者の主なコメント 検討主体の考え方

長崎大学

名誉教授

高橋 和雄 氏

・ダムは洪水調節により、到達時間を遅らせる効果があり、洪水到達
時間が短く、下流部では急激に水位が上昇する本明川では有効で
あると考える。

・1957年の諫早大水害の後に河川の拡幅等で諫早市街地では土地
区画整理事業等による大改造が行われた地域であることから、コス
トに直接反映されない橋梁の架替に伴う生活や経済活動の支障が
最小限になるような計画と対策が必要と考える。

・地域社会への影響について、ダム案で事業の実施となった場合に
はダム湖の利活用など、持続可能な地域づくりに役立てることが期
待できる。

・洪水調節の評価軸「安全度」（目標を上回る洪水が発生した場合に
どの様な状態となるか）において、河川整備基本方針レベルの洪水
、河川整備基本方針レベルより大きい規模の洪水、及び局地的な
大雨について評価を行っています。

・なお、一般に目標を上回る洪水が発生した場合でも、ダムによる洪
水調節により、ピーク時の流量を低減することやピークにいたるま
での時間を遅らせることにより、被害の軽減または避難の時間を確
保する効果があります。

・検証要領細目に基づき、河川整備計画と同程度の目標を達成する
ことを基本として、検証要領細目に示されている26 方策について検

討を行い、遊水地や放水路など様々な方策を組み合わせて幅広く
16案の治水対策案を立案しています。

・なお、立案した治水対策案については、検証要領細目に示された7
つの評価軸で評価を行っています。

・地域社会への影響については、検証要領細目において「治水対策
案によっては、地域振興に効果がある場合があるので、必要に応じ
、その効果を明らかにする。」と規定されており、これに基づき評価
を行っています。

・ダム湖の利活用は、地域づくりに役立つ可能性があることから、検
証の結果、現計画（ダム案）となった場合は、ダム湖の利活用につ
いて地元自治体等を含めて検討を行っていきたいと考えています。

※表中、「検証要領細目」は、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目を示す。

学識経験を有する者の主なコメントと検討主体の考え方（６／６）
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